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よ
り
各
回
と
も
定
員
に
な
り
次

第
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。
な
お
、

会
場
駐
車
場
は
利
用
台
数
に
限

り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
課
税
事
業
者
の
方
向
け
】

▼
日
時

　
8
月
30
日
火

　
　
　
10
時
30
分
～
11
時
30
分

▼
定
員

　
18
名

【
免
税
事
業
者
の
方
向
け
】

▼
日
時

　
8
月
30
日
火

　
　
　
13
時
30
分
～
14
時
45
分

▼
定
員

　
18
名

▼
会
場

　
福
島
税
務
署
2
階
大
会

議
室
（
福
島
市
森
合
町
16
‐
6
）

▼
申
込
先

　
法
人
課
税
第
1
部
門

☎
０
２
４
‐
５
０
３
‐
２
４
１
７

「
は
ぴ
福
な
び
」
会
員

登
録
料
を
補
助
し
ま
す
　

　　
町
で
は
、
結
婚
の
希
望
を
叶

え
る
た
め
婚
活
を
す
る
独
身
者
を

支
援
す
る
た
め
、「
は
ぴ
福
な
び
」

会
員
登
録
料
を
補
助
し
ま
す
。

　「
は
ぴ
福
な
び
」
と
は
、
ふ
く

し
ま
結
婚
・
子
育
て
応
援
セ
ン

タ
ー
が
運
営
す
る
結
婚
マ
ッ
チ

ン
グ
シ
ス
テ
ム
で
す
。
結
婚
を

希
望
さ
れ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
運
命
の
出
会
い
は

そ
こ
で
待
っ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
詳
し
い
対
象
要
件
や
必
要
書

類
に
つ
い
て
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
確
認
い
た
だ
き
、
申
請

す
る
方
は
必
要
な
書
類
を
添
付

し
て
、
福
祉
課
社
会
福
祉
係
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
7
9
3

個
人
事
業
税
の
お
知
ら
せ

　
個
人
事
業
税
は
、
県
内
に
事

務
所
・
事
業
所
を
設
け
、
物
品

販
売
業
や
不
動
産
貸
付
業
な
ど
、

法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
事
業

を
行
う
個
人
の
方
に
納
め
て
い

た
だ
く
県
の
税
金
で
す
。

　
今
年
度
課
税
対
象
と
な
る
方

に
は
、
県
北
地
方
振
興
局
県
税

部
か
ら
令
和
4
年
8
月
10
日
に

納
税
通
知
書
を
送
付
す
る
予
定

で
す
。

　
納
期
限
は
、
第
1
期
分
が
8

月
31
日
ま
で
、
第
2
期
分
は
11

月
30
日
ま
で
の
2
回
に
分
け
て

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
納
期
内
の
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
税
額
が
1
万
円
以
下
の

場
合
は
、
8
月
31
日
ま
で
に
一
括

し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
県
北
地
方
振
興
局
県
税
部

☎
5
2
1
‐
2
6
9
2

指
定
ご
み
袋
価
格
改
定

の
お
知
ら
せ

　
原
材
料
価
格
の
高
騰
に
よ
り

伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合
で
は
、

指
定
ご
み
袋
の
希
望
小
売
価
格

を
令
和
4
年
9
月
1
日
販
売
分

か
ら
改
定
し
ま
す
。
ご
理
解
の

程
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

令和 4年 9月から
（税込み希望小売価格）

286 円

242 円

178 円

129 円

116 円

89 円

令和 4年 8月末まで
（税込み希望小売価格）

275 円

233 円

171 円

124 円

112 円

85 円

ごみ袋の種類と大きさ

45 リットル
20 枚巻

30 リットル
20 枚巻

20 リットル
20 枚巻

45 リットル
10 枚巻

30 リットル
10 枚巻

20 リットル
10 枚巻

もやせるごみ専用袋

資源専用袋

※
ご
み
袋
の
種
類
、
大
き
さ
、

デ
ザ
イ
ン
、
枚
数
な
ど
に
は
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

※
小
売
価
格
は
、
各
店
舗
に
よ

り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合

☎
5
8
2
‐
2
0
5
1

令
和
4
年
度
国
見
町

　
屋
根
耐
風
改
修
事
業

　
住
宅
屋
根
に
対
し
、
全
面
葺

替
え
、
屋
根
材
を
固
定
す
る
改

修
を
行
う
場
合
の
改
修
費
用
の

一
部
補
助
に
つ
い
て
、
先
日
の

募
集
で
は
応
募
が
予
定
戸
数
を

上
回
っ
た
た
め
、
受
付
を
中
断

し
て
い
ま
す
。
募
集
戸
数
の
追

加
が
あ
っ
た
場
合
は
改
め
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

問
建
設
課
管
理
係

☎
5
8
5
‐
2
9
7
2

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業

訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業

　
福
島
県
で
は
ひ
と
り
親
の
方

に
対
し
て
、
福
島
県
ひ
と
り
親

家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金

貸
付
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

①
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

を
活
用
し
て
養
成
機
関
に
在
学

し
、
就
職
に
有
利
な
資
格
取
得
を

目
指
す
県
内
の
ひ
と
り
親
の
方

に
対
し
て
、
入
学
準
備
金
と
就
職

準
備
金
の
貸
付
を
行
う
も
の
。

②
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
策
定
を
受
け
、
自
立

に
向
け
て
意
欲
的
に
取
り
組
む

県
内
の
ひ
と
り
親
の
方
に
対
し

て
、
住
宅
支
援
資
金
の
貸
付
を

行
う
も
の
。

※
貸
付
要
件
や
金
額
等
に
つ
い

て
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
社
会
福
祉
法
人
福
島
県
社
会

福
祉
協
議
会 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
支

援
室
（
ひ
と
り
親
貸
付
担
当
）

☎
5
7
3
‐
8
2
0
0

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
へ

の
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る

中
で
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

に
対
し
生
活
の
支
援
を
行
う
た

め
、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特

別
給
付
金
と
し
て
、
児
童
一
人

に
つ
き
一
律
5
万
円
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
（
す
で
に
本
給
付
金
を

支
給
さ
れ
た
方
を
除
き
ま
す
）

　
給
付
に
あ
た
っ
て
は
、
一
部

を
除
き
申
請
が
必
要
で
す
。
対

象
者
や
申
請
手
続
き
等
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
い
た
だ
く
か
、
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
　

問
厚
生
労
働
省
「
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
‐
4
0
0
‐
9
0
3

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
7
9
3
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児
童
扶
養
手
当
等
の

　
　
手
続
き
に
つ
い
て

　8
月
か
ら
9
月
に
か
け
て
は
、

「
児
童
扶
養
手
当
」
「
特
別
児
童

扶
養
手
当
」
「
ひ
と
り
親
等
家
庭

医
療
費
助
成
」
の
受
給
資
格
確

認
・
更
新
期
間
で
す
。
対
象
者

に
は
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
て
い
ま

す
の
で
、
受
付
期
間
内
に
忘
れ

ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
児
童
扶
養
手
当

　
離
婚
な
ど
に
よ
り
父
又
は
母

が
い
な
い
18
歳
未
満
の
児
童
を

監
護
す
る
母
又
は
父
等
に
対
し
、

支
給
さ
れ
る
手
当

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
一
定
以
上
の
障
が
い
を
持
つ
20

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
父
母

等
に
対
し
、
支
給
さ
れ
る
手
当

▼
ひ
と
り
親
等
家
庭
医
療
費
助
成

　
離
婚
な
ど
に
よ
り
父
又
は
母

が
い
な
い
18
歳
未
満
の
児
童
を

監
護
す
る
母
又
は
父
等
に
対
し
、

保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
の
一

部
を
助
成
す
る
制
度

※
い
ず
れ
も
所
得
な
ど
の
要
件

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
7
9
3

お
知
ら
せ

「
子
ど
も
の
人
権
110
番
」　
　

強
化
週
間

　
法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
8

月
26
日
か
ら
9
月
1
日
ま
で
の

7
日
間
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も

の
人
権
110
番
」
強
化
週
間
と
し

て
、
い
じ
め
や
嫌
が
ら
せ
、
虐
待
、

体
罰
な
ど
子
ど
も
の
抱
え
る
人

権
問
題
に
つ
い
て
、
電
話
相
談

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
人
権

擁
護
委
員
及
び
法
務
局
職
員
が

応
じ
ま
す
。
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
。
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
強
化
週
間
以
外
の
日

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）
に
お
い

て
も
、
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

5
時
15
分
ま
で
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
の
で
、
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
　
8
月
26
日
金
か
ら
9

月
2
日
木
ま
で
の
7
日
間

▼
時
間
　
午
前
8
時
30
分
か
ら

午
後
7
時
ま
で
※
土
日
は
午
前

10
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で

☎
0
1
2
0
‐
0
0
7
‐
1
1
0

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

問
福
島
県
地
方
法
務
局
人
権
擁

護
課

☎
5
3
4
‐
1
9
9
4

住
宅
の
耐
震
診
断
を

　
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
　

　
町
で
は
木
造
住
宅
耐
震
診
断

者
派
遣
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

建
築
士
が
耐
震
診
断
を
行
い
、

耐
震
改
修
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

併
せ
て
、
耐
震
改
修
に
か
か
る

概
算
費
用
を
算
出
し
ま
す
。

▼
対
象
　
①
所
有
者
、
賃
借
者
、

購
入
予
定
者
②
昭
和
56
年
5
月

31
日
以
前
に
工
事
に
着
手
し
た

戸
建
て
住
宅
※
そ
の
他
に
も
要

件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
建
設
課

へ
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
木
造
住
宅
耐
震
改
修
に
関
す

る
費
用
の
支
援
措
置
　
耐
震
診

断
に
よ
り
耐
震
改
修
計
画
を
策

定
し
た
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

①
全
面
改
修
は
最
大
１
０
０
万

円
の
助
成
②
簡
易
改
修
・
部
分

改
修
は
最
大
60
万
円
の
助
成
。

な
お
、
工
事
費
用
の
2
分
の
1

が
上
限
額
と
な
り
ま
す
。
詳
細

に
つ
い
て
は
建
設
課
へ
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限
　
11
月
30
日
水
ま
で

に
建
設
課
管
理
係
へ
申
し
込
み

問
建
設
課
管
理
係

☎
5
8
5
‐
2
9
7
2

8
月
15
日
の
黙
祷
と

　
　
　
　
半
旗
の
掲
揚

　8
月
15
日
は
「
戦
没
者
を
追

悼
し
平
和
を
祈
念
す
る
日
」
と

し
て
、
日
本
武
道
館
で
政
府
主

催
の
全
国
戦
没
者
追
悼
式
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

　
町
に
お
い
て
も
、
先
の
大
戦

で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
追
悼

し
、
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、

黙
祷
と
半
旗
の
掲
揚
を
実
施
し

ま
す
。
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
、

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

▼
式
典
当
日
（
8
月
15
日
）
の

正
午
、
各
家
庭
や
職
場
な
ど
で
、

1
分
間
の
黙
祷
を
さ
さ
げ
て
く

だ
さ
い
。

▼
式
典
当
日
、
各
職
場
な
ど
に

お
い
て
半
旗
を
掲
揚
し
て
く
だ

さ
い
。

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
7
9
3

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
関
す
る
説
明
会

　　福
島
税
務
署
で
は
、
事
業
者

の
方
を
対
象
に
消
費
税
の
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。

　
説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
に

【ひとり親世帯分】

【ひとり親世帯以外分】

広告掲載


